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2024 年 1 月 9 日 

企 業 会 計 基 準 委 員 会  御 中 

EY新日本有限責任監査法人 

品質管理本部長 伊藤 功樹 

 

実務対応報告公開草案第67号「 グロ ーバル・ ミ ニマム課税制度に係る 法人税等の会計

処理及び開示に関する 取扱い（ 案） 」 等に対する 意見 

 

貴委員会から 2023年11月17日に公表さ れた実務対応報告公開草案第67号「 グロ ーバル・

ミ ニマム課税制度に係る 法人税等の会計処理及び開示に関する 取扱い（ 案）」（ 以下「 本公

開草案」 と いう 。） の提案及び補足文書（ 案）「 グロ ーバル・ ミ ニマム 課税制度に係る 法人

税等に関する 適用初年度の見積り について（ 案）」（ 以下「 補足文書案」 と いう 。） を公表

する 提案について、 基本的に同意いたし ま す。 ただし 、 今後の適用にあたっ て、 表現方法

の見直し 又は明確化を ご検討いただき たい点について、 下記のと おり 意見を 取り ま と めま

し たので提出いたし ま す。  

 

記 

 

質問 1（ 連結財務諸表及び個別財務諸表における 取扱いに関する 質問）  

（ 質問 1-1） 法人税等の計上時期に関する 質問 

本公開草案では、 グロ ーバル・ ミ ニマム 課税制度に係る 法人税等については、 対象会計

年度と なる 連結会計年度及び事業年度において、 財務諸表作成時に入手可能な情報に基

づき 当該法人税等の合理的な金額を見積り 計上する こ と を 提案し ていま す。  

こ の提案に同意し ま すか。 同意し ない場合は、 その理由を ご記載く ださ い。  

（ 質問 1-2） 見積り の取扱いに関する 質問 

本公開草案では、 財務諸表の作成時点において一部の情報の入手が困難な場合の見積り

に関する 考え方を 示すこ と を 提案し ていま す。  

こ の提案に同意し ま すか。 同意し ない場合は、 その理由を ご記載く ださ い。  

 

同意する 。  

 

質問 2（ 四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表における 取扱いに関する 質問）  

本公開草案では、 四半期財務諸表において、 当面の間、 当四半期連結会計期間及び当四

半期会計期間を 含む対象会計年度に関する グロ ーバル・ ミ ニマム課税制度に係る 法人税

等を 計上し ないこ と ができ る と する こ と を 提案し ていま す。 こ の提案に同意し ま すか。

同意し ない場合は、 その理由をご記載く ださ い。  

 

同意する が、 以下の点について検討し ていただき たい。  
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1． 中間財務諸表における グロ ーバル・ ミ ニマム課税制度に係る 法人税等の取扱い 

（ コ メ ント ）  

中間連結財務諸表作成基準、 中間連結財務諸表作成基準注解、 中間財務諸表作成基準及

び中間財務諸表作成基準注解（ 以下合わせて「 中間作成基準等」 と いう 。） が適用さ れる

中間財務諸表においても 、 四半期財務諸表における グロ ーバル・ ミ ニマム課税制度に係る

法人税等を 計上し ないこ と ができ る と する 当面の間の取扱いが適用でき る こ と を 明確にし

ていただき たい。  

 

（ 理由）  

 四半期財務諸表において、 当面の間、 当四半期連結会計期間及び当四半期会計期間を 含

む対象会計年度に関する グロ ーバル・ ミ ニマム 課税制度に係る 法人税等を 計上し ないこ と

ができ る と する 取扱い（ 本公開草案第 7 項） について、 年度と 比較し て開示すべき 項目が

限定的である こ と から 入手する 情報も 限定的である と 考えら れる こ と 等が理由と し て説明

さ れている （ 本公開草案 BC12 項）。  

 こ こ で、 特定事業会社（ 企業内容等の開示に関する 内閣府令第 17 条の 15 第 2 項に掲げ

る 事業を 行う 会社） 及び非上場会社が中間作成基準等を 適用し て作成する 中間財務諸表に

おいても 、 対象と する 中間会計期間について年度と 比較し て開示すべき 項目は限定的であ

る と 考え ら れる こ と から （「 中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する 意見書」 二 

半期報告書における ディ ス ク ロ ージャ ーの在り 方）、 本公開草案 BC12 項で説明さ れている

当面の間の取扱いを設ける 理由が当てはま る も のと 考えら れる 。  

こ のため、 今後も 作成にあたっ て中間作成基準等が適用さ れる 中間財務諸表においても 、

四半期財務諸表における グロ ーバル・ ミ ニマム 課税制度に係る 法人税等を 計上し ないこ と

ができ る と する 当面の間の取扱い（ 本公開草案第 7 項） が適用でき る こ と （ こ の場合、 本

公開草案第 11 項の注記の取扱いも 適用する こ と ） を 明確にし ていただき たい。  

 

2.  四半期決算における 実務対応報告第 18 号の「 当面の取扱い」 を用いた場合の会計処理 

（ コ メ ント ）  

四半期決算において、 実務対応報告第 18 号「 連結財務諸表作成における 在外子会社等の

会計処理に関する 当面の取扱い」 の「 連結決算手続における 在外子会社等の会計処理の統

一」 の「 当面の取扱い」 の定めを 用いて、 在外子会社が国際財務報告基準又は米国会計基

準（ 以下「 国際財務報告基準等」 と いう 。） で行っ た決算を 原則と し てそのま ま 親会社の

連結決算に取り 込んでいる 場合、 本公開草案で示さ れる 四半期決算に関する 定めが適用と

なら ない点を 、 念のため確認し たい。  

 

（ 理由）  
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本公開草案第 7 項では、 四半期決算において、 当面の間、 当四半期連結会計期間及び当

四半期会計期間を 含む対象会計年度に関する グ ロ ーバル・ ミ ニマム 課税制度に係る 法人税

等を 計上し ないこ と ができ る と する こ と が提案さ れている 。  

こ こ で、 実務対応報告第 18 号「 連結財務諸表作成における 在外子会社等の会計処理に関

する 当面の取扱い」 の「 連結決算手続における 在外子会社等の会計処理の統一」 の「 当面

の取扱い」 の定めを 用いて、 在外子会社が行う 国際財務報告基準等によ る 決算を 原則と し

てそのま ま 親会社の連結決算に取り 込んでいる 場合がある と 考えら れる 。 も ちろ ん、 四半

期決算において、 量的、 質的な重要性を 考慮し た判断が求めら れる こ と も 理解し つつ、 上

記の定めを 用いている 子会社の決算はあく ま で国際財務報告基準等に拠っ ている こ と にな

る ため、 会計基準の原則的な定めと いう 意味では、 本公開草案第 7 項における 四半期決算

に関する 特例が適用と はなら ない点を 、 念のため確認し たい。  

 

質問 3（ 連結損益計算書における 表示に関する 質問）  

本公開草案では、 連結損益計算書において、 グロ ーバル・ ミ ニマム課税制度に係る 法人

税等は、 法人税、 地方法人税、 住民税及び事業税（ 所得割） を 示す科目に表示する こ と

を 提案し ていま す。 こ の提案に同意し ま すか。 同意し ない場合は、 その理由を ご 記載く

ださ い。  

 

同意する 。  

 

質問 4（ 個別損益計算書における 表示に関する 質問）  

本公開草案では、 個別損益計算書において、 グロ ーバル・ ミ ニマム課税制度に係る 法人

税等を 税引前当期純利益の次に表示する こ と を 提案し ていま す。 ま た、 重要性が乏し い

場合を 除き 、 法人税、 地方法人税、 住民税及び事業税（ 所得割） を 表示し た科目の次に

その内容を 示す科目を も っ て区分し て表示する か、 法人税、 地方法人税、 住民税及び事

業税（ 所得割） に含めて表示し 当該金額を 注記する こ と を 提案し ていま す。  

こ れら の提案に同意し ま すか。 同意し ない場合は、 その理由を ご記載く ださ い。  

 

同意する 。  

 

質問 5（ 四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表における 注記に関する 質問）  

本公開草案では、 前連結会計年度及び前事業年度においてグロ ーバル・ ミ ニマム 課税制

度に係る 法人税等を 計上し ており 、 当四半期連結会計期間及び当四半期会計期間におい

て、 当連結会計年度及び当事業年度における グロ ーバル・ ミ ニマム課税制度に係る 法人

税等が重要であ る こ と が合理的に見込ま れる 場合に本公開草案第 7 項を 適用する と き

は、 その旨を 注記する こ と を 提案し ていま す。  

ま た、 重要である こ と が合理的に見込ま れる 場合に該当する かど う かは、 前連結会計年

度及び前事業年度に入手し た情報並びに四半期財務諸表の作成時に入手可能な情報に基

づき 判断する こ と になる と 考えら れる 旨を 示すこ と を 提案し ていま す。  

こ れら の提案に同意し ま すか。 同意し ない場合は、 その理由を ご記載く ださ い。  
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同意する 。  

 

質問 6（ 適用時期等に関する 質問）  

本公開草案では、 グロ ーバル・ ミ ニマム課税制度の適用時期に合わせて、 2024 年 4 月 1

日以後開始する 連結会計年度及び事業年度の期首から 適用する こ と を提案し ていま す。  

ま た、 四半期財務諸表における 注記の定めについては、 2025 年 4 月 1 日以後開始する 連

結会計年度及び事業年度の期首から 適用する こ と を 提案し ていま す。  

こ れら の提案に同意し ま すか。 同意し ない場合は、 その理由を ご記載く ださ い。  

 

同意する 。  

 

質問 7（ その他）  

その他、 本公開草案に関し て、 ご意見があればご記載く ださ い。  

 

特になし  

 

質問 8（ 補足文書（ 案） に関する 質問）  

適用初年度において情報の入手が困難な場合に考えら れる 見積り の一例を 補足文書と し

て示すこ と を 予定し ていま す。 こ の補足文書（ 案） についてご 意見があればコ メ ント を

お寄せく ださ い。  

 

次の点について検討し ていただき たい。  

 

3.  会社と し て当該課税制度が初めて適用と なる ケース の取扱い 

（ コ メ ント ）  

制度と し てのグロ ーバル・ ミ ニマム 課税制度の適用初年度ではないも のの、 売上高が増

加し たこ と など によ っ て、 会社と し ては当該課税制度が初めて適用と なる 場合においても 、

本公開草案 BC10 項の「 適用初年度」 が当てはま る と 考えてよ いか、 確認さ せていただき た

い。  

 

（ 理由）  

 グロ ーバル・ ミ ニマム課税制度に係る 法人税等の見積り について、 特にグ ロ ーバル・ ミ

ニマム 課税制度の適用初年度においては、 一定の困難性が生じ る こ と も 想定さ れ、 財務諸

表の作成時点で入手可能な対象会計年度に関する 情報に基づき グロ ーバル・ ミ ニマム課税

制度に係る 法人税等を 見積る こ と と なる 旨が本公開草案 BC10 項に示さ れている 。 ま た、 適

用初年度において情報の入手が困難な場合の会計上の見積り の例が、 本公開草案と と も に

公表さ れた補足文書（ 案） に示さ れている 。  

 こ れら の記載に関し て、 制度と し てのグロ ーバル・ ミ ニマム 課税制度の適用初年度では
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ないも のの、 売上高が増加し たこ と など によ っ て、 会社と し ては当該課税制度が初めて適

用と なる 場合においても 、 一定の困難性が生じ る こ と が考えら れる 。 ただし 、 そのよ う な

場合にも こ の「 適用初年度」 に係る 取扱いが該当する も のなのかど う か、 現状の記載から

は明ら かではないと 考えら れる も のの、 会社が置かれる であろ う 状況から は、 本公開草案

BC10 項や補足文書（ 案） の取扱いが該当する も のと 考えら れ、 こ の点を 確認さ せていただ

き たい。  

以上 


